
・加配教員を削減することで、加配教員が担ってきました通級指導、
少人数指導、習熟度別指導などがおろそかになるのではないかと私
は懸念するんです。…加配教員については、必要かつ十分な数を確
保すべきという趣旨の規定を本改正案にも加えるべきと考えており
ます。

・
［髙木文部科学大臣］
少人数指導あるいは習熟度別の指導など、指導の工夫の改善、ある
いは発達障害のある児童生徒への通級指導、こういったことの加配
措置について、これは来年度予算においてもしっかり確保してい
く。加配措置につきましては、今後とも、教育上の必要性を見極め
ながら進めてまいりたいと思っております。
[平成23年度予算における加配定数については資料5-3 P42を参照]

・…特別支援学校でその児童生徒に特別な指導が行われている場合、
あるいは、小学校において専科教員が必要とされる場合などでも加
配教員の配置を認めるべきだと私は考えております。

・
［髙木文部科学大臣］
文部科学省としましても、加配措置を含めて教職員の配置適正化に
ついては、今後、教育上の必要性を見極めて、十分その点について
は検討してまいりたいと思っております。
[改正法の概要については資料5-2-1 P1-P3を参照]

・これからの議論の中で、是非、加配、専科教員等も盛り込みました
けれども、是非とも大臣、最後に、この加配の基準、加配とは何の
ために加配されるのか、どのぐらいの必要性があるのかということ
を改めて議論して、新しい時代の加配の在り方について具体的に議
論していきたいと思いますが、最後に大臣、答弁お願いいたしま
す。

・
［髙木文部科学大臣］
加配は法的な根拠の中で行われておりまして、これができた背景、
時代的な背景はそれなりの承知をいたしております。これが今日ま
でずっと続いてきております。私どもといたしましては、基礎定数
をまずしっかり固める。そして、そのことによって、教職員の採用
についても、将来的に計画性があり、そして安定性があるものにし
ていく。そして同時に、地域や学校においては様々な特殊性もござ
います。そういったものにおいて柔軟な対応が取れるように、加配
措置についてもしっかり対応していくこと。こういうシステムにつ
いては、私は評価をされるものがあると思っています。ただ、委員
ご指摘のとおりでございますので、この点についても、これはもち
ろん衆議院で修正をされました法案の中にもありますが、しっかり
加配の在り方について検討していかなきゃならぬ問題だと思ってお
ります。
［加配定数については資料5-3 P40-44を参照］

義務標準法改正案の国会審議における主な指摘事項
［学級規模及び教職員配置の適正化関係］

議員からの質問 政府答弁

○加配教職員の十分な確保の重要性

１．基礎定数と加配定数の適切な組み合わせ
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・小学校1年生の35人学級を実現するために加配定数を削減するの
は、これはいかがなものですか。単なるつけかえと思いますけれど
も、お答えいただきたいと思います。

・
［鈴木文部科学副大臣］
…加配というものは毎年の予算査定の中で変動したします。削減さ
れる可能性もございますが、これが基礎定数で法律に位置づけられ
るということになると、それは確実に手当をされる。そのことに
よって計画的な定数措置、定数改善に資するということで、このよ
うな対応をしているところでございます。
［加配定数については資料5-3 P40-44を参照］

・総額裁量制にしたことというのは本当によかったのかなという思い
を今でも持っておりますが、現実的に定着をしてきている中で加配
定数もこうやって増えてきているということを考えると、文部科学
省として、基礎定数プラス加配定数、これをどのようにハンドリン
グしていったらいいのかなというふうに考えておられますか。

・
［鈴木文部科学副大臣］
基礎定数と加配定数、このバランスということが大事でございま
す。…今年度あるいはこの数年間のことで申し上げると、まさに基
礎定数について、ずっと基礎定数が削減をされてきたということに
ついてやはりもう歯止めをかけるんだ、こういう意思は我々として
は示したいということで今回の法案提出をさせていただいているわ
けであります。
［加配定数については資料5-3 P40-44を参照］

・地方としては、教育現場としては、安定的に、そして予測性があっ
て、かつ自由度が高い教員を多く配置したいんだ、この要望も組み
入れて具体的に解決をしていくためには、…新しい基礎定数の算定
方式に切り替える必要があるのではないかというふうに考えており
ますが、文科大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

・
［髙木文部科学大臣］
加配定数の役割の重要性については私も十分認識しておりまして、
基礎定数とあわせて都道府県教育委員会においてそれぞれ有効に活
用されておる、私はそのように認識しております。一方、中教審、
ご指摘のとおりでございますが、…計画的、安定的な教職員配置を
行う上で支障があるため、相当程度を基礎定数に組み入れる必要が
ある、こういう指摘も確かにございます。こういうことを受けまし
て検討を進める必要があろう、このように考えております。
［中教審提言については資料5-1 P4を参照］

議員からの質問

○基礎定数と加配定数のバランス

政府答弁
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・現在、小学1年生の学級規模は、35人以下学級が71.3％、地方独自
の措置で21.6％、要するに、合計92.9％がもう35人以下なんです
よ。ですから、新しい取り組みでは全然ないんですね。…この法案
で教員の純粋な増員というのはわずか300人ですね。これで35人学
級が実現しましたよと主張なさるというのは、私はすごく違和感を
むしろ持っているんですね。このような法案を今お出しになる意味
というのは何なんでしょうか。

・
［髙木文部科学大臣］
国が財政措置を行うことが可能になることで、既に少人数学級を実
施している都道府県であっても、他の学年に活用することも可能に
なっていきますので、これをもってさらに少人数学級への、ある意
味では今回はスタートですから、しっかりそれが取り組めるのでは
ないかとこのように思っております。
［平成23年度の少人数学級の拡充状況については資料5-3 P30を参照］

・…事後届け出制への変更などなんですけれども、…都道府県教育委
員会が教職員の定数を配分する権限を持っている以上、市町村教育
委員会が学級編制を行うに当たって都道府県教育委員会の顔色をう
かがうというのが現実なんです。だから、今般の法改正によっても
結局余り変化がないのではないですかと。…教職員定数の配分に関
する大きな枠組みは変えないまでも、都道府県教育委員会は、弾力
的な学級編制を行ったあるいは地域特有の事情があるなどといった
市町村教育委員会の意見を聞いて、これを十分に尊重して教職員定
数の配分を決定するということを法的に担保すべきではないか。

・
［髙木文部科学大臣］
（都道府県教育委員会が市町村教育委員会の意見を十分尊重して教
職員定数の配分を決定することについて）よりしっかりした法的な
担保をとるべきだという御意見があることは承知をしております
が、これについては、これからの御議論の中でそれぞれ協議される
ものではないかと、このように思っております。
[改正法の概要については資料5-2-1 P1-P3を参照]

議員からの質問 政府答弁

政府答弁議員からの質問

○弾力化後の教職員定数の配分の在り方

○少人数学級を独自に行っている都道府県への影響

２．法改正が地方に与える影響
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・年次定数改善計画の見通しについて、現状で結構ですので、お考え
示していただければと思います。

・
［鈴木文部科学副大臣］
…この法案が成立後に、速やかに二年生以降の問題について順次改
定について検討を着手し、そして、なるべく早い段階で結論を得る
べく努力して参りたいと考えているところでございます。
［新・教職員定数改善計画（案）については資料5-1 P5-P6を参照、改正
法の概要については資料5-2-1 P1-P3を参照]

・文部科学省は、２年生以降の３５人以下学級を平成２４年度に要求
するつもりかどうか、…文科省としての姿勢を明確にしていただき
たいと思います。

・
［髙木文部科学大臣］
改めて申し上げますが、昨年度の予算編成過程において、小学校２
年生以上の取り扱いについては、引き続き、来年度以降の予算編成
で検討するということになっております。このたびの義務標準法に
おいても、学校教育の状況や国、地方の財政状況等を勘案しつつ、
小学校二年生以上の学級編制の標準を順次改定すること等について
検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずるとする規定を盛り込
んでおりまして、これについて、我々としては最大限の努力をし、
政府全体の中でしっかり取り組んでまいりたい、そういう思いを改
めて申し上げたいと思います。
［改正法の概要については資料5-2-1 P1-P3を参照］

議員からの質問 政府答弁

○新・教職員定数改善計画（案）について

３．計画的な定数改善

○平成２４年度以降の概算要求について

議員からの質問 政府答弁
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・少人数学級の教育的効果についてお答えいただけますか。 ・
［髙木文部科学大臣］
文部科学省として把握しているデータでは、他の県に先がけて少人
数学級を導入している秋田県や山形県においては、全国学力・学習
状況調査の結果において学力の向上が見られる、一定の成果があら
われているものだと思っております。また、大阪府や山形県では、
少人数学級の導入後に不登校や欠席率の低下というデータが見られ
た。したがいまして、我々としましても、一人一人に目が届く、よ
りきめ細かな指導ができる、そういう一定の効果はある、このよう
に思っております。
［少人数学級の教育効果については資料5-3　P35-37参照］

・…特にこの教育の質を向上させていくという意味で、この少人数学
級の具体的な評価の仕方を示す必要があると思うんですね。それが
なければ今回のこの法律改正が成功したのか、若しくは拡大してい
く上でも拡大しなければならない根拠が示せないというふうに思い
ます。この評価の在り方について、具体的にお示しください。

・
［髙木文部科学大臣］
…もう既に35人以下を実施している学校が全国でたくさんございま
す。そういう意味で、私どもも、これからも中学校、義務教育の中
学の三年までは少人数学校をしていきたいという、そういう目標も
持っておりますが、現在のところ、残念ながら今回は小学校一年だ
けにとどまっております。そういうことからも、今後の実現に向け
ていくためには、議員御指摘のとおり、きちっとした評価が重要で
あろうと思っておりますので、この導入した効果について必要な
データを収集をし、そして評価の仕方についても専門家の皆さん方
の御意見も入れながら示せるように努めてまいりたいと思っており
ます。
［少人数学級の教育効果については資料5-3　P35-37参照］

政府答弁

４．教育効果

政府答弁議員からの質問

議員からの質問
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・…（秋田県では）教育現場の様々な創意工夫はもちろんですけれど
も、学力を向上させるためには、少人数指導だけではなく、子供た
ちを取り巻く生活環境も大事とのことで家庭と地域からも協力をい
ただいております。…学校、家庭、地域でのバランスの取れた教育
が大事だと思います。…子供たちの学力向上のために教員の数を増
やすわけでありますから、それと同時に教員の質を向上させる施策
に力を注いでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

・
［髙木文部科学大臣］
…秋田県におきましては早くから少人数学級を実施しておられま
す。…あわせて、少人数指導やチームティーチングなどの少人数指
導にも積極的に取り組んでおられる。このことが秋田県の子供の学
力等において一定の成果を上げたものと私は受け止めております。
　また、御指摘のように、…家庭、地域の連携が特に大事でござい
ます。社会全体で取り組むということが子供の教育にとっては不可
欠であります。…このほか、…資質の向上というのも重要でござい
まして、この件については…中央教育審議会の中でも議論が進めら
れておりまして、この結果等を踏まえて今後の対応に当たっていき
たいと思っております。
［少人数学級の教育効果については資料5-3　P35-37参照］
［習熟度別少人数指導については資料5-3 P37-P39参照］

政府答弁議員からの質問
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・財政上の後年度負担に耐えられるのかという点について伺います。
…純粋増がそんなに増えずに何とか耐えられるような気もします
が、いかがですか。

・
［鈴木文部科学副大臣］
自然減であるとか、あるいは定年退職者の増加に伴う平均年齢の低
下で給与の平均単価が下がりますから、そうした財源を活用するこ
とによって、財政負担は重くならない中で基礎定数改善ということ
を進められると見込んでいるところでございます。
［教職員定数の自然減については資料5-1 P5、児童生徒数の自然減に
ついては資料5-3 P5参照、教員の年齢構成については資料5-3 P21参
照］

・公務員人件費2割削減という民主党マニフェストとの整合性につい
ての見解を文部科学省…に伺います。

・
［鈴木文部科学副大臣］
…教職員は地方公務員でございますから、…マニフェストの直接の
ターゲットには入らないわけではありますけれども、しかし、今の
国、地方とも財政状況が厳しい中で教員についても、その精神とし
ては、人件費を抑えながら、しかし、なお大変大事な教育でありま
すから、教員の質と数の拡充によって学校教育力を上げていく、こ
の連立方程式をしっかり解いていくということだと思います。

議員からの質問 政府答弁

議員からの質問 政府答弁

○財源の確保について

○公務員人件費削減との関係について

５．財源等
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・…文部科学省としては学級編制規模の適正とは何人ぐらいがいいん
だろうかということを思っておられますか、それともそうしたデー
タはございますか。

・
［鈴木文部科学副大臣］
…国民からの意見募集によりますと、小中学校の望ましい学級規模
として最も多く挙げられましたのが26人から30人でございます。…
また、ヒアリング…では、学級編制の標準を30人以下又は35人以下
に見直すべきとの意見が大勢を占めたということでございます。一
方で、中教審の初等中等教育分科会での議論におきましては、…学
級規模が小さくなり過ぎると児童生徒の社会性の涵養や学び合い等
の取組が困難な状況が生じるとの指摘もございます。
　…というように、様々な意見やデータがございますが、…平均の
学級規模と学級編制基準というのが少し…整理が必要かと思うんで
すけれども、今回お願いを申し上げておりますのはいわゆるその上
限でございまして、…単式学級というのは21人から40人という、こ
ういうことで決まっていました。それが18人から35人というふうに
していきましょうと、こういうことでございます。それに基づいて
定数換算、特に基礎定数についての算定をしていこうと。
［国民からの意見募集、ヒアリング等の意見概要については資料6を参
照］

議員からの質問 政府答弁

６．望ましい学級規模
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